
第２期高知県国民健康保険運営方針（案）
第２期高知県国民健康保険運営方針の概要（R2.11.●策定）

Ⅰ　基本的な事項

■目的：県と市町村、国保連合会が緊密に連携し、保険者としての事務を、三者が共通認識の
　　　　　　下で実施するとともに、市町村が事業の広域化や効率化を推進することにより、国保制度が、　　　
　　　　　　将来にわたり安定的に運営されるよう県内における統一的運営方針を定める

■根　　　拠：国保法第82条の２
■対象期間：令和３年４月１日から令和６年３月31日

Ⅱ　県における国民健康保険制度の運営に関する基本的な考え方

第２章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し　

第４章 市町村における保険料の徴収の適正な実施　

第３章 市町村における保険料の標準的な算定方法

第５章 市町村における保険給付の適正な実施 第６章 医療費の適正化の取組

第７章 市町村が行う事務の広域的及び効率的な運営の推進

○共同実施事業、保険料（税）減免基準の統一、申請書等の
　様式の統一、研修会等の実施、市町村事務処理標準システム
　の導入支援

第８章 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 第９章 施策の実施のために必要な関係市町村相互の連絡調整

○県・市町村国保事業運営検討協議会における
　意見交換等

第１章 高知県国民健康保険運営方針の基本的な事項

○KDBシステム等情報基盤の活用、地域包括ケアシステムの構築の
　推進、県が策定する保健・医療・介護等の各種計画との連携

基
本
認
識

○収納率が低く、収納不足が生じている市町村は、収納率の要
　因分析を実施
○目標収納率の設定
○口座振替や特別徴収の拡大、租税債権管理機構の活用
○収納担当職員等向け研修会の実施

○療養費の支給の適正化
○レセプト点検の充実強化
○第三者求償事務の取組強化

○第３期高知県医療費適正化計画に定める取組と整合性を図り、
　特定健診及び特定保健指導の実施率の向上、生活習慣病等の
　重症化予防の推進、糖尿病性腎症透析予防強化プログラムの実
　施、後発医薬品の使用促進、重複・頻回受診者への指導、医薬
　品の適正使用の推進等の取組を推進

○医療費の将来見通しは、医療の高度化や高齢化により、一人当たりの医療費の増加に歯止めが
　かからない状況となっている
○2025（令和5年）までに団塊の世代を中心とした多くの被保険者が後期高齢に大量移行するこ
　とに伴い、今後、県内国保の財政運営に大きな影響が予想される
○国保が解消すべき赤字は「決算補填等目的の法定外繰入額」と「繰上充用金の増加額（決算補
　填等目的のものに限る）」の合算額と位置づけ、当該市町村ごとに赤字解消計画を定めた上で、目
　標年次を設定し、解消を目指す
○累積赤字（過去の繰上充用金）は、引き続き各市町村の実情に応じ、可能な限り解消を目指す
○県国保財政安定化基金を活用し、財源不足時に県・市町村に貸付・交付を行う

○国民皆保険を支える最後の砦であり、国保財政を支えることが、国民皆保険
　を死守する上で最大の課題となる
○県内国保の持続可能性を高めつつ、国保制度の構造的課題の解決を国に
　対して、働きかけていくことも必要となる
○一人当たりの医療費の増加に歯止めがかからないため、被保険者が負担する
　保険料は上がって行かざるを得ない見通し
○高額医療の発生等により、小規模な被保険者で保険料が急激に上昇するリ
　スクや、保険料の市町村格差の拡大を抑制する必要性がある

県内国保の
持続可能性の確保

被保険者間の
公平性の確保

＜運営方針に新たに盛り込む内容＞
○「県内国保の持続可能性」と「被保険者間の公平性」を確保する
　ことを目的とし、今後、関係者で将来的に県内国保の保険料水
　準を統一することを目指した議論を行い、令和5年6月までに県
　内国保の保険料水準のあり方についての結論を得る
　※議論にあたっては、健康づくりや医療費適正化の取組を引き続き、全
　　市町村で行うことや、市町村の取組へのインセンティブを損なわないよう
　　に配慮する必要がある

○第２期運営方針期間中は基本的にこれまでの算定方法を継続
　・保険料の算定方式は３方式（所得割・被保険者均等割・世帯別平等割）
　・均等割と平等割の割合は70：30
　・応能応益割合は引き続き、所得係数β（全国平均の１人当たり所得に対する県平均の１人当たり
　　所得の割合）を用いて算定
　・医療費指数反映係数αは第2期運営方針期間中はα＝1（市町村の医療費水準を全て国保事業
　　費納付金の算定に反映）とし、今後引き下げの方向で検討
○納付金の仕組みの導入に伴う激変緩和措置は廃止とし、経過措置（3年間）を設け、段階的な
　縮減を行う。
　※標準保険料率については、市町村ごとのあるべき保険料率とその理由をより把握しやすい形で提示
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